
    

記載例 

 
※ 算定期間：新設・廃止の日が属する決算の期間（個人事業者の場合はその年の 1月 1日から 12月

31 日）を記入してください。 

※ 新設年月日：新設の日とは、営業開始の日（オープン日）ではなく、当該事業所等における事業の

準備等を含む業務の開始日であり、通常賃貸借契約の期間の初日となります。 

※ 従業者数：当該事業所の従業者数を記入してください。 

※ 家屋番号：当該事業所用家屋の地番を記入してください。不明な場合は空白でも構いません。 

※ 共用部分の床面積：事業所用家屋の一区画を利用している場合は、当該家屋の共用部分が按分され

る場合がありますので、事業所用家屋の所有者に確認してください。 

※ 法人番号の記載が必要となります。個人の申告義務者については、個人番号の記載は不要です。 
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事業所等の新設又は廃止の申告 

（１）申告義務者 

福岡市内に事業所等を新設又は廃止された方で次の場合に該当するときは、当

該新設又は廃止の日から 2 ヶ月以内に「事業所等の新設（廃止）申告書」を提出

してください。（法 701 の 52①、条例 93 の 15①、規則 20） 

 
ア 事業所等を新設又は廃止した日の属する事業年度の前事業年度又は個人に係る

課税期間の前課税期間において納付すべき事業に係る事業所税額があった場合 

イ 新設又は廃止した事業所等に係る事業所床面積が 500 ㎡以上の場合、又は従業

者の数が 50 人以上の場合 
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